
京王バス通学定期払い戻しについて

緊急事態宣言にともない、大学の授業形態変更のため、購買会で発行した、

京王バス通学定期券の払い戻しを受け付けることとなりました。

通常、払い戻しは受け付けておりませんが、オンライン授業切り替えに伴

い、関係各所と協議の結果、特例として、払い戻しを受け付けます。

受付開始は、7月 10日（土）からです。
（緊急事態宣言期間中のみ、払い戻し可能）

払い戻しをご希望の方は、下記の注意事項をよくお読みいただき、

学生証、通学定期券、印鑑

の３点を必ずご持参の上、八王子購買会までお越し下さい。

（お持ち頂けない場合は、対応出来ません。）

●定期券の払い戻しは、京王バスの払い戻し規定に準じ、払戻手数料、大学

の補助金部分を除いた金額をお戻しします。（別表をご覧下さい。）

※全額をお戻しするものではありませんので、ご注意下さい。

●八王子購買会の窓口でのみ、手続きいたします。

営業時間内にお越し下さい。

●経過日数は、有効開始日及び払戻日を含みます。また、いかなる理由があ

っても、期日をさかのぼっての精算はできません。

※窓口での受付日の計算となります。

１週間前からバスに乗らなかったので、１週間前の日数で精算して欲し

いと言われても、それはできません。

●学生証、通学定期券、印鑑をお持ちの上、ご来店下さい。すべてお持ちに

ならない場合、ご対応できませんので、ご注意下さい。



実際に返金される金額は、下記の通りです。

※経過日数は、有効開始日及び返金当日を含むものとし、いかなる理由があって

も日数の遡及精算は不可とする。

※払い戻し手数料は￥ 530とする。

（例）7月 1日有効開始日、7月 12日払戻し → 経過日数 12日
6月 27日有効開始日、7月 12日払戻し → 経過日数 16日
（1か月定期の場合、経過日数 17日を過ぎると、返金はありません。）

※ 1か月定期をお持ちで、7月 12日払戻しの場合は、有効開始日が
6月 26日以前の方は払戻しがありません。

経過日数 　1ヶ月 　3ヶ月 経過日数 　1ヶ月 　3ヶ月
1 4,336 13,330 26 6,310

2 4,048 13,049 27 6,029

3 3,760 12,769 28 5,749

4 3,472 12,488 29 5,468

5 3,184 12,207 30 5,187

6 2,896 11,926 31 4,906

7 2,608 11,645 32 4,625

8 2,320 11,365 33 4,345

9 2,032 11,084 34 4,064

10 1,744 10,803 35 3,783

11 1,456 10,522 36 3,502

12 1,168 10,241 37 3,221

13 880 9,961 38 2,941

14 592 9,680 39 2,660

15 304 9,399 40 2,379

16 16 9,118 41 2,098

17 -272 8,837 42 1,817

18 8,557 43 1,537

19 8,276 44 1,256

20 7,995 45 975

21 7,714 46 694

22 7,433 47 413

23 7,153 48 133

24 6,872 49 -148

25 6,591 50


